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は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
、
三
井
文
庫
所
蔵
『
三
井
鉱
山
五
十
年
史
稿
』
を
基
礎
資
料
に
、
三
井

鉱
山
の
職
員
社
宅
と
労
務
者
社
宅
に
つ
い
て
関
連
す
る
章
を
翻
刻
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
解
題
を
行
っ
て
き
た（
１
（。
ま
た
、
二
〇
一
八
年
度
か
ら
公
益
財
団
法
人
住
総
研
の

研
究
助
成
を
受
け
、「
戦
前
期
三
井
鉱
山
関
連
会
社
の
福
利
施
策
の
研
究
─
三
井
文
庫

所
蔵
三
井
鉱
山
旧
蔵
資
料
を
基
礎
資
料
に
─
」
と
題
し
て
、
研
究
を
継
続
し
て
い
る（
２
（。

特
に
後
者
で
は
、
労
務
者
社
宅
、
職
員
社
宅
の
構
造
と
設
備
の
変
遷
に
つ
い
て
、
九

州
三
山
（
三
池
、
山
野
、
田
川
）
の
う
ち
、
田
川
礦
業
所
の
事
例
に
つ
い
て
重
点
的

に
論
じ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
、
昭
和
一
七
年
ま
で
に
上
梓
さ
れ
た
各
事
業
所
沿
革
史（
３
（

の
う
ち
『
山
野
礦
業
所
沿
革
史
』
を
基
礎
資
料
に
、
山
野
鉱
業
所
に
着
目
し
て
稿
を

ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
。

山
野
礦
業
所
は
、
福
岡
県
嘉
穂
郡
稲
築
村
（
現
嘉
麻
市
）
に
あ
っ
た
炭
礦
で
、
筑

豊
炭
田
の
う
ち
主
力
坑
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
明
治
二
九
年
に
三
井
合
名
会
社
が
所
有

し
、
同
三
一
年
か
ら
出
炭
を
開
始
し
た
。
口
ノ
春
の
第
一
坑
、
山
野
の
第
二
坑
（
両

坑
と
も
大
正
一
四
年
廃
坑
）
を
皮
切
り
に
、
明
治
三
九
年
に
鴨
生
坑
（
第
三
坑
）、
同

四
〇
年
に
漆
生
坑
（
第
四
坑
）
を
開
鑿
し
、
明
治
四
一
年
に
は
口
ノ
春
に
第
二
坑
、

大
正
元
年
に
は
漆
生
に
第
二
坑
、
同
一
一
年
に
は
平
に
第
五
坑
を
開
い
た
。
昭
和
四

八
年
に
全
て
閉
山
し
た
。

一
、
従
業
員
社
宅

創
業
当
時
（
明
治
三
〇
年
代
）
は
、
社
宅
で
は
な
く
「
鉱
夫
納
屋
」
と
呼
ば
れ
て

お
り
、
極
く
初
期
の
も
の
は
、
三
畳
一
間
の
十
戸
建
て
で
、
屋
根
は
瓦
葺
き
な
が
ら

も
、
壁
は
荒
壁
で
天
井
は
な
く
、
窓
は
無
双
窓
で
あ
っ
た
。
押
入
や
上
り
口
の
建
具

は
な
く
、
台
所
の
設
備
も
な
く
、
共
同
便
所
で
あ
っ
た
。
明
治
三
〇
年
代
後
半
に
な

る
と
、
四
畳
半
式
の
十
戸
建
て
に
な
り
、
小
さ
な
縁
側
を
設
け
る
も
の
も
あ
る
が
、

屋
根
が
藁
葺
き
に
な
っ
た
他
、
設
備
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い
（
図
１
）。

明
治
末
～
大
正
初
年
に
新
築
さ
れ
た
鉱
夫
納
屋
は
、
設
備
的
に
は
雨
戸
を
設
け
た

程
度
で
前
の
時
代
と
大
差
は
な
い
が
、
規
模
に
着
目
す
る
と
、
四
畳
半
一
間
式
の
八

【
資
料
紹
介
】
三
井
鉱
山
株
式
会
社
山
野
鉱
業
所
の
社
宅
に
つ
い
て

池

上

重

康
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戸
建
て
や
六
畳
一
間
式
の
八
戸
建
て
が
主
流
と
な
る
。
大
正
後
半
に
は
、
台
所
が
設

け
ら
れ
た
り
（
図
２
）、
六
畳
と
三
畳
の
二
間
式
六
戸
建
て
で
は
、
台
所
が
設
備
さ
れ

る
の
は
勿
論
の
こ
と
、
壁
が
白
漆
喰
塗
り
と
な
り
、
竿
縁
天
井
を
張
り
、
濡
れ
縁
を

設
け
る
も
の
も
出
現
し
た
。

大
正
末
～
昭
和
初
年
に
な
る
と
、
六
畳
、
四
畳
半
の
二
間
式
五
戸
建
て
や
四
戸
建

て
が
現
れ
始
め
る
。
こ
れ
ら
は
「
改
造
坑
夫
社
宅
」
と
呼
ば
れ
た
（
図
３
）。

昭
和
八
年
以
降
は
、
昭
和
四
年
公
布
の
「
鉱
業
警
察
規
則
」
の
影
響
も
あ
り
、
名

称
も
「
従
業
員
社
宅
」
と
変
わ
っ
た
。
六
畳
、
四
畳
半
の
二
間
式
四
戸
建
て
、
六
畳
、

四
畳
半
、
三
畳
の
三
間
式
四
戸
建
て
を
標
準
と
し
、
内
便
所
、
内
縁
を
設
け
る
よ
う

に
な
る
他
、
台
所
を
板
張
り
と
し
、
出
窓
を
設
け
る
も
の
も
現
れ
始
め
た
。
昭
和
一

二
年
に
本
店
が
提
案
し
た
社
宅
に
は
、
床
の
間
が
み
ら
れ
る
（
図
４
）。

昭
和
一
三
年
以
降
の
「
最
新
新
築
従
業
員
社
宅
」
で
は
、
二
階
建
て
が
実
現
し
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
台
所
が
土
間
式
の
ま
ま
で
あ
る
（
図
５
）。

「
年
度
別
戸
数
調
」
で
は
、
坑
口
別
の
社
宅
戸
数
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
棟
数
の
増
加
に
対
し
て
戸
数
の
増
加
割
合
が
低
い
の
は
、
一
棟
当
た
り
の
戸
数

が
減
少
し
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
正
末
か
ら
戸
数
が
逓

減
し
て
い
る
の
は
、
坑
内
労
務
の
技
術
革
新
に
よ
り
、
実
質
的
労
働
者
数
を
必
要
と

し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、

例
え
ば
鉱
山
実
習
報
文
な
ど
か
ら
統
計
資
料
を
精
査
し
た
上
で
の
新
た
な
る
考
察
が

求
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
三
井
鉱
山
本
店
調
査
部
長
、
長
澤
一
夫
に
よ
る
三
井
筑
豊
の
「
坑
夫

社
宅
視
察
記（
４
（」
に
、
山
野
礦
業
所
の
社
宅
に
関
し
て
の
評
価
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の

で
、
こ
こ
に
、
関
係
部
分
だ
け
抜
き
出
し
て
お
き
た
い
。
第
一
次
大
戦
後
、
九
州
三

山
（
三
池
、
山
野
、
田
川
）
の
坑
夫
社
宅
は
改
善
が
図
ら
れ
た
。
山
野
で
は
普
通
社

宅
に
も
二
間
式
が
導
入
さ
れ
、
濡
れ
縁
を
附
し
、
壁
を
白
漆
喰
塗
り
と
す
る
他
、
天

井
に
は
竿
縁
天
井
を
張
っ
た
。
裏
庭
で
は
花
壇
や
菜
園
を
営
み
、
通
り
に
は
街
路
樹

も
植
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
上
記
は
、
最
新
の
社
宅
の
状
況
で
あ
り
、
勿
論
、
旧

態
の
社
宅
も
遺
存
し
て
い
た
。
長
澤
は
、
視
察
時
点
で
の
社
宅
を
四
等
級
に
分
類
し

評
価
し
て
い
る
。「
優
良
」
は
二
階
建
て
も
し
く
は
二
間
式
の
も
の
で
あ
る
が
、
山
野

に
該
当
の
社
宅
は
存
在
し
な
い
。
次
い
で
「
上
等
」
は
、
新
式
の
六
畳
で
、
土
間
は

広
く
竃
と
流
し
場
が
室
内
に
あ
り
、
且
つ
隣
棟
間
隔
も
広
い
も
の
で
、
山
野
で
は
四

坑
、
五
坑
が
そ
う
で
あ
っ
た
。「
中
等
」
は
旧
式
の
六
畳
で
、
土
間
が
狭
く
、
勝
手
は

屋
外
に
あ
り
、
山
野
で
は
三
坑
が
そ
れ
に
該
当
し
、
最
も
旧
態
依
然
た
る
「
下
等
」

と
し
て
、
山
野
本
坑
の
み
を
あ
げ
、「
社
宅
と
呼
ぶ
に
は
畏
気
無
し
」
と
酷
評
し
、
早

期
の
改
良
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
社
宅
単
体
の
み
な
ら
ず
、「
街
」
と
し
て

の
ま
と
ま
り
、
植
樹
を
は
じ
め
と
す
る
周
辺
環
境
の
整
備
、
各
種
福
利
施
設
の
充
足

状
況
に
も
着
目
し
、
山
野
の
三
坑
、
四
坑
、
五
坑
を
そ
の
好
例
と
し
て
あ
げ
る
。
中

で
も
社
宅
の
分
類
と
し
て
は
「
中
等
」
と
し
た
山
野
の
三
坑
を
、
住
宅
が
狭
隘
で
隣

棟
間
隔
が
狭
い
な
が
ら
も
「
街
」
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。

二
、
職
員
社
宅

山
野
に
お
け
る
職
員
社
宅
は
、
一
戸
建
て
、
二
戸
建
て
、
三
戸
建
て
、
四
戸
建
て

に
区
別
し
、
入
居
資
格
に
よ
り
、
以
下
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
る
。
一
戸
建
て
は

主
任
以
上
、
二
戸
建
て
は
技
士
、
工
手
長
以
上
、
三
戸
建
て
は
工
手
以
上
、
四
戸
建

て
は
雇
員
に
そ
れ
ぞ
れ
充
当
す
る
。
た
だ
し
、
社
宅
の
都
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
限

り
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
職
級
別
に
そ
の
変
遷
を
追
っ
て
い
き
た
い
。
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⑴
主
任
級
（
図
６
）

明
治
時
代
は
一
戸
建
て
で
、
八
畳
五
間
で
床
の
間
を
備
え
る
部
屋
が
二
間
あ
る
。

木
造
平
屋
建
て
瓦
葺
き
で
、
壁
は
白
漆
喰
、
竿
縁
天
井
を
張
る
。
内
風
呂
、
内
便
所
、

土
間
式
で
は
あ
る
が
台
所
が
完
備
し
て
い
る
。
大
正
時
代
に
な
る
と
、
二
戸
建
て
で
、

設
備
が
減
っ
た
り
、
仕
様
が
下
が
る
こ
と
は
な
い
が
、
八
畳
二
間
、
六
畳
、
四
畳
半

と
規
模
が
大
幅
に
小
さ
く
な
る
。
昭
和
に
入
る
と
、
八
畳
と
六
畳
が
そ
れ
ぞ
れ
三
間

ず
つ
あ
り
、
か
つ
一
戸
建
て
と
規
模
は
再
び
大
き
く
な
る
。
間
取
り
に
着
目
す
る
と
、

広
縁
が
設
け
ら
れ
る
他
、
所
謂
中
廊
下
式
と
捉
え
ら
れ
な
く
も
な
い
廊
下
が
玄
関
か

ら
直
接
延
び
て
い
る
。

⑵
工
手
長
級
（
図
７
）

明
治
時
代
は
、
主
任
級
の
半
分
以
下
の
規
模
で
あ
り
、
八
畳
、
六
畳
、
三
畳
、
二

畳
の
四
間
で
あ
る
が
、
二
畳
は
玄
関
で
、
三
畳
は
お
そ
ら
く
女
中
部
屋
で
あ
ろ
う
。

台
所
は
土
間
式
で
、
内
風
呂
は
な
い
。
仕
様
は
木
造
平
屋
建
て
瓦
葺
き
で
、
壁
は
白

漆
喰
、
竿
縁
天
井
を
張
る
。
縁
側
は
あ
る
が
濡
れ
縁
で
あ
ろ
う
。
大
正
時
代
に
は
、

規
模
は
四
割
ほ
ど
増
え
、
縁
側
は
内
縁
と
な
り
、
内
風
呂
が
設
け
ら
れ
る
。
台
所
は

土
間
の
ま
ま
で
あ
る
。
昭
和
に
な
る
と
更
に
居
室
が
広
く
な
る
。
三
畳
の
女
中
部
屋

が
確
認
で
き
る
が
、
主
任
級
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
広
縁
は
な
い
。

⑶
工
手
級
（
図
８
）

明
治
時
代
に
は
、
六
畳
二
間
で
、
内
便
所
は
あ
る
も
の
の
、
縁
側
は
濡
れ
縁
で
、

台
所
も
土
間
式
で
あ
る
。
基
本
仕
様
は
主
任
級
、
工
手
長
級
と
変
わ
ら
な
い
。
大
正

時
代
に
は
、
三
間
式
と
な
り
、
居
室
面
積
は
広
が
る
が
、
濡
れ
縁
の
ま
ま
で
あ
り
、

内
風
呂
も
な
い
。
昭
和
に
は
、
内
風
呂
が
加
わ
り
、
工
手
長
級
か
ら
女
中
部
屋
を
除

い
た
程
度
の
規
模
に
な
る
。
間
取
り
を
見
比
べ
て
も
、
両
者
の
間
に
ほ
ぼ
差
異
は
認

め
ら
れ
な
く
、
居
室
構
成
だ
け
見
れ
ば
、
大
正
時
代
の
主
任
級
社
宅
と
同
等
で
あ
る
。

⑷
小
頭
級
（
図
９
）

明
治
時
代
は
、
六
畳
、
四
畳
半
の
二
間
式
で
、
濡
れ
縁
と
土
間
式
の
台
所
が
付
く
。

内
風
呂
は
な
い
。
大
正
時
代
に
は
、
二
階
建
て
の
三
間
式
二
戸
建
て
と
な
る
。
一
部

夜
勤
者
の
安
眠
を
考
慮
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
に
な
り
、
内
風
呂
が

設
け
ら
れ
、
縁
側
が
内
縁
と
な
り
、
規
模
的
に
は
大
正
時
代
の
工
手
長
級
と
遜
色
の

な
い
造
り
と
な
っ
て
い
る
。

『
山
野
鉱
業
所
沿
革
史
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
大
正
時
代
以
降
、
計
画
的
な
区
割
り

が
な
さ
れ
、
か
つ
採
光
を
考
慮
し
た
配
置
計
画
が
な
さ
れ
て
よ
う
で
あ
る
が
、
住
宅

平
面
か
ら
は
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
の
こ
と
は
読
み
取
れ
な
い
。
建
具
は
無
双
窓
や
紙

障
子
か
ら
ガ
ラ
ス
窓
に
変
更
し
た
と
い
う
。
昭
和
に
は
さ
ら
に
改
良
が
加
え
ら
れ
、

従
来
の
長
屋
式
か
ら
「
近
世
住
宅
風
」
に
変
わ
っ
た
と
い
う
。
三
井
文
庫
所
蔵
の
三

井
鉱
山
沿
革
史
写
真
帖
に
は
、
残
念
な
が
ら
、
社
宅
の
写
真
は
一
枚
た
り
と
も
貼
付

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
使
用
建
材
も
輸
入
材
を
適
宜
使
用
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら

を
証
明
す
る
資
料
は
現
時
点
で
は
見
つ
か
ら
な
い
。

む
す
び

以
上
、『
山
野
礦
業
所
沿
革
史
』
を
基
礎
資
料
に
、
山
野
鉱
業
所
の
従
業
員
社
宅
と

職
員
社
宅
に
つ
い
て
、
主
に
、
間
取
り
と
仕
様
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
職
員

住
宅
、
と
り
わ
け
最
下
級
の
小
頭
級
の
充
実
振
り
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。

翻
っ
て
、
従
業
員
社
宅
を
見
た
場
合
、
最
新
式
の
二
階
建
て
社
宅
は
、
大
正
時
代
の

小
頭
級
職
員
社
宅
と
遜
色
が
な
い
と
言
え
る
。

西
山
夘
三
は
『
日
本
の
す
ま
い
Ⅲ
』
の
中
で
、
鉱
夫
社
宅
を
し
て
、「
日
本
の
す
ま

い
の
恥
部
の
一
つ
で
あ
る（
５
（」

と
ま
で
酷
評
し
た
。
確
か
に
、
こ
こ
で
述
べ
て
き
た
よ
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う
に
、
明
治
時
代
の
劣
悪
な
社
宅
（
坑
夫
納
屋
）
は
、
一
部
地
域
で
遺
存
し
て
い
た

こ
と
は
否
め
な
い
、
し
か
し
な
が
ら
、
三
井
鉱
山
に
限
ら
ず
、
日
本
の
炭
礦
で
は
、

坑
夫
社
宅
を
常
に
改
良
、
改
善
の
努
力
を
続
け
て
お
り
、
そ
の
成
果
の
一
部
を
『
山

野
鉱
業
所
沿
革
史
』
を
は
じ
め
と
す
る
資
料
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。注

（
１
）  

池
上
重
康
「【
資
料
紹
介
】『
三
井
鉱
山
五
十
年
史
稿 

巻
十
八
』
よ
り 

第
十
三
編 

職

員 

第
五
章 

社
宅
施
設
」（
九
州
大
学
記
録
資
料
館 

産
業
経
済
資
料
部
門
編
集
・
発
行

『
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
』
第
三
二
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
、
一
八
一
～
一
九
六
頁
）、
な

ら
び
に
池
上
重
康
「【
資
料
紹
介
】『
三
井
鉱
山
五
十
年
史
稿 

巻
十
六
』
よ
り 

第
十
編 

労

務 

第
三
節 

会
社
自
体
が
行
つ
て
来
た
労
務
管
理
施
設 
第
四
項 

住
居
管
理
」（
九
州
大
学

記
録
資
料
館 

産
業
経
済
資
料
部
門
編
集
・
発
行
『
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
』
第
三
四
号
、

二
〇
一
九
年
三
月
、
三
七
～
五
一
頁
）。

（
２
）  

住
総
研
『
研
究
論
文
集･

実
践
研
究
報
告
集
』
第
四
五
号
、
二
〇
一
八
年
版
（
二
〇

一
九
年
三
月
発
行
予
定
）
に
掲
載
予
定
。

（
３
）  

昭
和
一
七
年
ま
で
に
簡
易
製
本
な
が
ら
も
出
版
と
な
っ
た
各
事
業
の
沿
革
史
は
、
田

川
鉱
業
所
、
本
洞
鉱
業
所
、
山
野
礦
業
所
、
三
池
製
作
所
、
三
池
製
錬
所
、
三
池
鉱
業

所
。
こ
の
う
ち
、
三
池
鉱
業
所
沿
革
史
は
、『
新
大
牟
田
市
史 

資
料
編
』（
二
〇
一
九
年
）

の
付
録
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
全
文
の
翻
刻
な
ら
び
に
添
付
図
版
が
複
写
画
像
と
と
も
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。

（
４
）  

拙
稿
注
（
１
）
の
後
者
で
解
題
を
加
え
て
い
る
。

（
５
）  

西
山
夘
三
『
日
本
の
す
ま
い
Ⅲ
』（
勁
草
書
房
、
昭
和
五
五
年
）、
二
六
八
頁
。

山
野
礦
業
所
沿
革
史

第
十
一
巻

　

第
一
章　

労
務
管
理

第
一
節　

当
該
地
方
に
於
け
る
労
働
事
情
の
変
遷
及
労
働
運
動

第
八
、
福
利
施
設

一
、
住
宅
施
設

　
　

⑴
住
宅
の
変
遷

従
来
鉱
夫
社
宅
を
称
し
て
鉱
夫
納
屋
或
は
鉱
夫
長
屋
の
名
称
を
以
て
呼
ば
れ
居
り
た
る
が
今

日
に
て
は
何
処
の
炭
坑
に
於
て
も
鉱
夫
、（
従
業
員
）
社
宅
又
は
単
に
社
宅
と
称
す
る
様
に
な

り
山
野
に
於
て
も
昭
和
の
初
め
頃
改
称
論
起
り
昭
和
二
年
本
店
調
査
部
長
来
山
の
際
討
議
せ

ら
れ
、
結
局
納
屋
又
は
長
屋
よ
り
社
宅
へ
の
変
化
は
単
に
其
の
名
称
の
変
化
の
み
な
ら
ず
其

の
内
容
体
裁
も
亦
、
名
称
相
応
進
歩
し
た
る
が
為
之
を
鉱
夫
社
宅
と
改
め
尚
其
の
後
従
業
員

社
宅
と
改
め
現
在
に
至
れ
り
。

欧
州
大
戦
前
迄
は
社
宅
不
足
の
為
借
家
住
居
を
な
し
通
勤
す
る
者
の
多
か
り
し
が
其
の
後
炭

鉱
が
漸
次
大
資
本
に
統
合
せ
ら
る
ヽ
様
に
な
り
住
宅
施
設
は
恰
も
福
利
施
設
の
先
頭
観
を
呈

〈
翻
刻
〉

凡
例旧

字
は
原
則
常
用
漢
字
に
改
め
た
。

句
読
点
は
適
宜
追
加
し
た
。
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し
又
特
定
地
域
に
集
団
的
社
宅
を
建
設
す
る
事
は
労
務
管
理
上
有
利
な
る
よ
り
逐
年
増
設
改

善
せ
ら
れ
遂
に
今
日
の
社
宅
を
完
成
す
る
に
至
れ
り
。

顧
る
に
明
治
三
十
年
代
に
於
け
る
従
業
員
社
宅
の
状
況
は
文
字
通
り
全
く
納
屋
の
域
を
脱
せ

ず
炊
事
場
は
勿
論
竃
の
設
備
な
く
三
畳
又
は
四
畳
半
式
の
一
室
に
し
て
多
く
は
草
葺
の
一
棟

一
〇
戸
乃
至
二
〇
戸
建
の
長
屋
式
で
あ
り
、
当
時
は
当
所
も
名
実
共
に
所
謂
納
屋
に
し
て
明

治
三
十
一
年
七
月
三
十
一
日
に
は
山
野
炭
礦
納
屋
貸
与
取
扱
を
通
牒
せ
ら
れ
居
れ
り
。

一
ヶ
月
の
納
屋
賃
は
藁
葺
四
畳
半
に
て
四
十
六
銭
、
瓦
葺
は
五
十
四
銭
に
定
め
ら
れ
九
州
地

方
の
炭
坑
は
一
般
に
琉
球
表
を
貸
与
す
る
も
の
が
多
く
其
の
後
大
正
七
八
年
の
大
戦
好
況
期

に
入
り
瓦
葺
や
「
ト
タ
ン
」
葺
が
一
時
に
増
加
し
加
ふ
る
に
昭
和
四
年
十
二
月
六
日
鉱
業
警

察
規
則
が
公
布
さ
れ
其
の
第
六
十
七
条
に
鉱
夫
社
宅
に
関
す
る
詳
細
な
る
取
扱
規
定
を
設
け

ら
れ
し
た
め
一
段
と
改
善
を
加
へ
ら
れ
る
に
至
れ
り
。

筑
豊
は
大
小
の
鉱
山
が
雑
然
と
存
在
し
居
れ
る
関
係
上
社
宅
の
構
造
様
式
も
亦
雑
然
と
し
て

一
定
せ
ず
大
体
一
棟
四
戸
建
乃
至
八
戸
建
の
木
造
平
家
建
が
最
も
多
く
中
に
は
五
戸
建
六
戸

建
を
主
と
す
る
鉱
山
も
あ
り
た
り
。

　
　

⑵
社
宅
の
貸
与

社
宅
の
貸
与
に
付
い
て
は
欧
州
大
戦
前
後
も
別
に
変
化
な
く
特
に
貸
与
規
定
を
設
け
て
借
家

證
等
を
徴
し
て
居
り
た
る
炭
坑
も
あ
り
た
り
。

山
野
に
於
け
る
社
宅
の
貸
与
は
明
治
時
代
迄
採
炭
夫
及
支
柱
夫
（
仕
繰
夫
）
を
第
一
位
と
し

職
工
及
其
の
他
の
日
役
は
就
業
上
必
要
に
応
じ
て
貸
与
す
る
こ
と
ヽ
し
而
も
採
炭
夫
及
支
柱

夫
に
し
て
年
末
に
勤
続
満
四
ヶ
年
に
達
し
た
る
者
は
其
の
翌
年
一
月
一
日
よ
り
其
居
住
の
納

屋
料
を
免
除
す
る
と
言
ふ
規
定
を
設
け
大
正
六
年
迄
実
施
し
来
れ
り
。
昭
和
二
年
従
業
員
社

宅
料
を
全
面
的
に
改
正
し
た
る
際
之
を
廃
止
し
今
日
に
至
れ
る
も
の
な
り
。

　
　

⑶
直
営
寄
宿
舎

単
身
従
業
員
収
容
の
為
従
来
飯
場
な
る
も
の
あ
り　

飯
場
主
が
自
己
の
配
下
に
属
す
る
も
の

を
寄
宿
せ
し
め
て
飲
食
其
他
一
切
の
生
活
の
世
話
を
な
し
居
り
た
る
が
昭
和
時
代
と
な
り
各

炭
坑
共
飯
場
制
度
を
段
々
廃
止
し
炭
坑
直
営
の
寄
宿
制
度
に
変
更
す
る
に
至
れ
り
。

寄
宿
舎
に
は
囲
碁
、
将
棋
、
玉
突
、
ラ
ジ
オ
、
蓄
音
機
、
図
書
、
其
他
色
々
の
娯
楽
設
備
を

完
備
し
て
一
室
六
畳
に
三
人
乃
至
四
人
位
収
容
し
食
費
及
寝
具
料
共
一
切
を
合
せ
て
一
日
に

つ
き
金
五
十
銭
乃
至
五
十
五
銭
程
度
徴
収
し
居
れ
り
。

山
野
は
昭
和
十
二
年
後
各
坑
に
寄
宿
舎
を
設
置
し
現
在
五
ヶ
所
に
四
百
五
十
余
人
収
容
し
居

れ
り
。

二
、
保
健
衛
生
施
設

鉱
夫
の
保
健
衛
生
施
設
と
し
て
は
古
く
か
ら
の
病
院
を
設
置
し
患
者
発
生
の
際
、
診
察
し
居

り
た
り
。

大
正
十
五
年
健
康
保
険
法
の
実
施
以
来
各
炭
坑
共
鉱
夫
並
に
其
の
家
族
の
健
康
に
多
大
の
関

心
を
持
つ
こ
と
に
な
り
最
近
の
衛
生
思
想
の
宣
伝
普
及
と
共
に
積
極
的
に
諸
施
設
に
力
を
注

ぐ
こ
と
に
な
り
た
り
。

山
野
も
明
治
時
代
は
病
院
の
設
備
な
く
村
方
の
熊
本
医
院
の
医
師
に
嘱
託
し
同
医
師
は
小
頭

社
宅
の
一
部
に
出
張
所
を
設
け
て
治
療
し
居
り
た
り
。

勿
論
当
時
重
症
患
者
は
自
宅
療
養
の
外
途
な
く
其
の
後
事
業
の
発
展
に
連
れ
医
局
を
設
置
し

病
室
を
設
け
た
り
。

最
近
に
至
り
山
野
鉱
業
所
病
院
を
建
設
し
格
坑
に
診
療
所
を
設
置
し
治
療
上
遺
憾
な
き
を
期

す
る
に
至
れ
り
。

筑
豊
大
手
筋
の
炭
坑
に
於
て
は
大
運
動
場
を
設
置
し
体
育
を
奨
励
し
全
従
業
員
に
「
ラ
ジ
オ
」

体
操
を
実
施
し
居
れ
り
。

又
浴
場
に
就
て
は
極
め
て
小
規
模
な
る
建
物
な
り
し
が
現
今
に
於
て
は
一
時
に
数
十
人
収
容

し
得
る
而
も
薬
湯
、
時
間
外
湯
等
の
特
別
の
設
備
あ
り
て
近
代
的
優
秀
浴
場
の
建
設
を
見
る

に
至
れ
り
。

理
髪
店
の
如
き
も
昭
和
の
初
期
よ
り
従
業
員
の
為
に
会
社
で
商
人
を
指
定
し
、
鉱
業
用
地
内

の
会
社
設
備
を
利
用
せ
し
め
居
る
炭
坑
が
大
部
分
を
占
め
而
も
事
業
主
の
監
督
の
下
に
清
潔

防
疫
の
方
法
を
講
じ
都
会
の
理
髪
店
に
劣
ら
ぬ
設
備
を
な
し
居
れ
り
。

以
上
の
外
塵
芥
処
理
、
糞
尿
処
分
、
下
水
掃
除
等
の
一
般
的
衛
生
施
設
は
勿
論
、
夏
季
大
掃
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除
に
至
る
迄
殆
ん
ど
炭
坑
側
の
指
導
監
督
の
下
に
清
掃
を
怠
ら
ず
実
施
せ
ら
れ
居
れ
り
。

三
、
教
育
収
容
施
設

昔
の
炭
坑
に
は
教
育
収
容
施
設
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
殆
ど
な
く
加
之
欧
州
大
戦
後
事
業
界

の
不
況
に
伴
ひ
福
利
施
設
は
動
も
す
れ
ば
停
頓
勝
と
な
り
し
が
一
方
社
会
思
想
の
普
及
と
共

に
労
働
運
動
は
逐
日
盛
と
な
り
之
が
対
策
と
し
て
各
炭
坑
共
従
業
員
の
精
神
的
訓
練
の
必
要

を
痛
感
し
着
々
各
種
団
体
の
教
化
に
意
を
用
ひ
し
が
昭
和
に
至
り
て
国
家
の
指
導
方
針
と
相

俟
ち
積
極
的
に
修
養
会
、
講
習
会
、
鍛
錬
会
等
を
催
す
に
至
れ
り
。

最
近
各
炭
坑
共
修
養
教
化
団
体
と
し
て
の
青
年
団
、
婦
人
会
、
戸
主
会
、
女
子
青
年
団
、
少

年
少
女
団
、
在
郷
軍
人
会
、
軍
友
会
等
の
諸
団
体
を
整
備
し
各
種
の
活
動
を
行
は
し
め
又
大

手
筋
の
各
炭
坑
は
大
低
従
業
員
倶
楽
部
（
集
会
所
）
を
設
け
各
種
講
演
会
、
講
習
会
或
は
演

武
大
会
等
を
催
し
て
従
業
員
の
心
身
を
鍛
錬
し
或
は
図
書
館
を
設
置
し
て
自
由
に
図
書
の
閲

覧
、
貸
出
を
行
ひ
従
業
員
の
精
神
的
向
上
を
計
れ
り
又
最
近
（
大
低
昭
和
十
年
以
降
）
各
炭

坑
共
私
立
の
青
年
学
校
を
設
立
し
て
青
年
学
校
に
出
席
し
た
る
者
に
は
賃
金
を
支
給
し
て
極

力
出
席
を
奨
励
し
青
年
の
教
育
に
努
め
居
れ
り
（
山
野
は
昭
和
十
年
四
月
一
日
設
立
生
徒
総

数
九
百
名
位
）

又
炭
坑
中
に
は
優
秀
従
業
員
に
対
し
職
員
と
し
て
の
素
養
を
得
せ
し
む
る
目
的
を
以
て
夜
学

校
或
は
講
習
会
を
開
き
専
門
的
に
必
須
学
科
の
指
導
を
な
し
つ
ヽ
あ
り
。

四
、
慰
安
娯
楽
施
設

従
業
員
の
慰
安
娯
楽
施
設
と
し
て
は
欧
州
大
戦
前
迄
は
各
炭
坑
共
殆
ん
ど
見
る
べ
き
も
の
な

く
只
年
一
、
二
回
の
山
神
祭
を
挙
行
し
之
が
余
興
と
し
て
角
力
或
は
芝
居
等
を
催
す
に
過
ぎ

ず
炭
坑
に
よ
り
て
は
従
業
員
に
酒
肴
料
と
し
て
若
干
金
員
及
物
品
を
支
給
し
て
慰
安
娯
楽
の

一
助
に
供
す
る
程
度
で
あ
り
又
盆
祭
に
於
て
変
災
志
望
者
の
供
養
を
行
ひ
或
は
地
方
的
盆
踊

を
催
し
或
は
旅
芸
人
の
来
山
し
た
る
時
従
業
員
よ
り
一
人
十
銭
宛
徴
収
し
て
之
と
会
社
補
助

金
と
合
せ
て
臨
時
に
娯
楽
会
を
開
催
す
る
等
の
程
度
に
し
て
平
常
の
慰
安
娯
楽
の
設
備
に
就

て
は
極
め
て
幼
稚
な
り
し
が
今
日
に
於
て
は
各
炭
坑
共
従
業
員
倶
楽
部
、
図
書
館
又
は
集
会

所
を
設
置
し
て
随
時
使
用
せ
し
め
相
互
の
親
睦
、
娯
楽
、
冠
婚
葬
祭
其
の
他
の
集
会
用
に
供

し
居
れ
り
。

又
図
書
館
に
は
小
説
、
新
聞
、
娯
楽
雑
誌
等
を
備
付
け
一
般
の
閲
覧
に
供
し
且
つ
将
棋
、
ピ

ン
ポ
ン
、
ラ
ジ
オ
等
の
室
内
娯
楽
設
備
の
完
備
せ
る
も
の
あ
り
。

第
十
五
巻

　

第
九
章　

住
居
施
設

第
一
節　

社
宅

年度別個数調

摘要
社宅

備考 摘要
社宅

備考
棟数 戸数 棟数 戸数

明治1（ 大正1 111 （111
11 11 （1（ 1 111 （111

11 11 111 五月十五日八棟　焼〃二十九日一棟　失 （1 111 （111

11 11 1（1 （（ 111 1111
11 11 111 （1 111 1（（1
11 11 111 （1 111 1111
11 11 111 （1 111 1111
11 11 111 （1 111 （111
11 11 111 昭和1 111 （111
11 11 111 1 111 （111
1（ 11 111 1 111 （111
11 11 111 1 111 （111
11 11 111 1 111 （111
11 11 111 1 111 （111 改造
11 （11 111 1 111 （111

大正1 （11 1（1 1 111 （111
1 （11 111 （1 111 （11（
1 （11 111 （（ 111 （1（1
1 （11 （111 山野一坑不要納屋移転 （1 111 （111
1 （1（ （111 （1 111 1111
1 （1（ （111 （1 111 1111
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第
十
八
巻

　

第
五
章　

住
宅
施
設

第
一
節　

年
度
別
戸
数
調

創業以来昭和拾四年度迄　山野礦業所
年度 山野本坑 鴨生坑 漆生坑 第五坑 合計

明治卅一年 1 1 1 1

明治卅二年 1 （1 1 （1

明治卅三年 1 （1 1 （1

明治卅四年 （1 11 （1 11

明治卅五年 （1 11 （1 11

明治卅六年 （1 11 （1 11

明治卅七年 （1 11 （1 11

明治卅八年 （1 11 （1 11

明治卅九年 （1 11 （1 11

明治四十年 （1 11 （ 1 （1 11

明治四一年 （1 11 （ 1 （ 1 （1 1（

明治四二年 （1 11 1 1 1 1 11 11

明治四三年 （1 11 1 11 1 （1 11 11

明治四四年 （1 11 1 11 1 11 11 11

明治四五年 （1 11 1 11 1 11 11 11

大正二年 （1 11 1 11 1 （1 11 11

大正三年 （1 11 （1 11 1 （1 11 11

大正四年 （1 11 （1 1（ 1 （1 11 11

大正五年 （1 11 （1 11 1 （1 11 11

大正六年 （1 11 （1 11 1 11 11 11

大正七年 （1 11 （1 11 1 11 11 （11

大正八年 11 11 11 11 1 11 （ （ 11 （（1

大正九年 11 11 11 11 （（ 11 1 （1 11 （11

大正拾年 11 11 11 11 （（ 11 1 （1 11 （11

大正拾一年 11 11 11 11 （1 11 1 （1 11 （1（

大正拾二年 11 11 11 11 （1 11 1 （1 11 （11

大正拾三年 11 11 11 11 （1 11 1 （1 11 （1（

大正拾四年 11 11 11 11 （1 11 1 （1 11 （11

大正拾五年 11 11 11 11 （1 11 1 （1 11 （11

昭和二年 11 11 11 11 （1 11 1 （1 11 （11

昭和三年 11 11 11 11 11 1（ 1 （1 11 （11

昭和四年 11 11 11 11 11 1（ 1 （1 1（ （11

昭和五年 11 11 11 11 11 11 1 （1 11 （11

昭和六年 （（ 1（ 11 11 11 11 1 （1 11 （11

昭和七年 （（ 1（ 11 11 11 11 1 （1 11 （11

昭和八年 1 11 11 11 11 11 1 （1 11 （11

昭和九年 11 11 11 11 1 （1 1（ （11

昭和拾年 11 11 11 11 1 （1 1（ （11

昭和拾一年 1（ （11 11 11 1 （1 11 （11

昭和拾二年 11 （（1 1（ 11 1 （1 11 （11

昭和拾三年 11 （11 11 11 （（ 1（ 11 （11

昭和拾四年 1（ （11 11 11 （（ 1（ （11 （11



― （（ ―

第
五
節　

職
員
社
宅
の
変
遷

職
員
社
宅
構
造
設
備
ノ
変
遷

一
、
明
治
時
代

イ　

  

敷
地　

創
業
当
時
ハ
単
ニ
平
坦
地
ヲ
条
件
ト
シ
テ
建
設
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
将
来
ノ

計
画
又
ハ
採
光
排
水
等
ノ
考
慮
モ
ナ
ク
従
ツ
テ
方
位
等
モ
東
、
西
、
北
向
ト
夫
々
一

定
セ
ズ

ロ　

間
取　

坪
数
ハ
極
メ
テ
切
詰
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
室
数
ハ
二
室
或
ハ
三
室
ト
ス

　
　

 

小
頭
社
宅
ガ
大
部
分
ニ
シ
テ
玄
関
ノ
設
ケ
ナ
ク
台
所
入
口
ヲ
兼
ネ
シ
メ
入
口
ノ
反
対

側
ニ
濡
縁
ヲ
付
ケ
便
所
ヘ
ノ
通
路
ト
セ
リ

　
　

 

工
手
級
ハ
之
ニ
独
立
ノ
出
入
口
土
間
ヲ
付
ケ
工
手
長
級
ハ
更
ニ
玄
関
及
一
室
ヲ
設
ケ

タ
リ
各
室
ハ
襖
障
子
ヲ
以
テ
間
仕
切
ト
シ
之
レ
ヲ
開
放
シ
得
ル
様
施
設
ス

ハ　

 

様
式
構
造　

古
風
ノ
長
屋
建
ニ
シ
テ
内
部
外
観
共
極
メ
テ
単
純
ナ
リ
使
用
材
料
等
土

地
産
ノ
杉
及
松
材
ヲ
用
ヒ
基
礎
工
事
等
極
メ
テ
簡
単
ナ
ル
玉
石
地
形
ニ
シ
テ
壁
ハ
真

壁
白
漆
喰
ト
シ
外
部
焼
板
下
見
張
ト
ナ
ス
、
屋
根
ハ
土
地
産
小
形
地
瓦
葺
、
敷
地
外

部
ニ
ハ
三
尺
板
塀
ノ
囲
ヲ
ス

　
　

 

台
所
モ
土
間
ノ
侭
ニ
板
製
ノ
流
シ
ト
水
甕
及
煉
瓦
製
ノ
竃
ヲ
備
ヘ
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
便

所
ハ
古
来
ノ
壺
式
汲
取
ナ
リ

二
、
大
正
時
代

イ　

 

敷
地　

此
ノ
時
代
ニ
ハ
社
宅
ノ
建
設
モ
増
加
シ
従
ツ
テ
敷
地
モ
計
画
的
ニ
作
ラ
レ
広

サ
等
モ
各
社
宅
ノ
種
類
毎
ニ
定
メ
ラ
レ
間
取
方
位
等
モ
充
分
考
慮
セ
ラ
レ
タ
リ

ロ　

 

間
取　

大
正
九
年
以
後
建
設
ノ
モ
ノ
ハ
普
通
二
戸
建
ト
シ
室
数
モ
一
戸
四
室
以
上
ノ

割
合
纏
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
一
部
夜
勤
者
ノ
安
眠
ヲ
考
慮
シ
二
階
建
社
宅
ヲ
建
設
セ
リ

殆
ン
ド
全
部
玄
関
附
ニ
テ
縁
側
モ
南
側
ニ
設
ケ
工
手
長
以
上
ノ
社
宅
ニ
ハ
浴
場
ヲ
設

備
シ
タ
リ

ハ　

様
式
構
造　

様
式
ハ
大
体
変
ラ
ザ
ル
モ
使
用
材
料
等
ニ
ヨ
リ
一
段
ノ
進
歩
ヲ
認
メ
ラ
ル

　
　

 

構
造
亦
居
住
者
ノ
要
求
ニ
応
ジ
改
良
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
基
礎
ハ
混
凝
土
地
形
ト

シ
主
要
木
材
モ
大
正
末
期
ニ
至
リ
米
材
等
ヲ
使
用
セ
リ
台
所
設
備
モ
衛
生
的
ニ
混
凝

土
又
ハ
煉
瓦
造
リ
ト
ナ
リ
床
モ
混
凝
土
打
ト
ナ
ス
又
採
光
ノ
為
ニ
従
来
用
ヒ
ラ
レ
タ

ル
無
双
窓
及
紙
貼
障
子
ヲ
硝
子
戸
ニ
変
更
ス
ル
等
著
敷
進
歩
ヲ
ナ
セ
リ

三
、
昭
和
時
代

イ　

 

敷
地　

各
級
社
宅
ノ
広
サ
モ
一
定
ノ
標
準
ヲ
作
リ
之
ニ
依
リ
配
置
計
画
ヲ
行
ヒ
道
路
、

排
水
、
水
道
等
次
第
ニ
規
則
的
ニ
施
工
ヲ
ナ
セ
リ

ロ　

 

間
取　

大
体
ノ
型
ハ
従
来
ノ
モ
ノ
ニ
倣
ヒ
施
工
シ
来
リ
タ
ル
モ
昭
和
九
年
以
降
新
築

ノ
モ
ノ
ハ
室
ノ
大
サ
間
取
等
一
段
ノ
進
歩
ヲ
見
ル
、
窓
ヲ
出
窓
ト
シ
独
立
ノ
洗
面
所

ヲ
設
ケ
炊
事
場
ニ
整
理
戸
棚
ヲ
取
付
ク
ル
等
尚
此
時
ヨ
リ
一
般
社
宅
ニ
浴
室
ノ
設
備

ヲ
ナ
シ
昭
和
十
年
秋
ニ
ハ
各
坑
、
共
同
浴
場
を
廃
セ
リ

ハ　

 

様
式
構
造　

様
式
ハ
旧
来
ノ
通
リ
ナ
ル
モ
採
光
面
ヲ
多
ク
取
リ
タ
ル
為
外
観
ハ
長
屋

風
カ
ラ
近
世
住
宅
風
ニ
変
ル
又
家
ノ
構
ヘ
ト
シ
テ
門
ヲ
備
ヘ
周
囲
板
塀
モ
区
画
立
ツ

テ
作
ル

　
　

 

構
造
モ
実
用
ト
体
裁
ヲ
考
慮
シ
室
ノ
内
外
ニ
欄
間
ヲ
附
シ
総
ベ
テ
ノ
室
ニ
天
井
ヲ
設

ケ
家
ノ
高
サ
内
法
等
モ
適
当
ニ
高
メ
ラ
ル
、
使
用
材
料
モ
米
材
、
台
湾
材
、
南
洋
材

等
適
宜
混
用
セ
リ
又
屋
根
材
料
モ
セ
メ
ン
ト
瓦
及
ス
レ
ー
ト
ヲ
利
用
ス
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図１　創業時坑夫納屋図２　新築坑夫納屋

図３　新築坑夫社宅・改造坑夫社宅図４　最近新築従業員社宅
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図５　最近新築従業員社宅（二階建）図６　職員社宅（主任級）

図７　職員社宅（小頭級）図８　職員社宅（工手長級）
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図９　職員社宅（工手級）


